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＜鳥インフルエンザ侵入防止のポイント＞ 

① 海外からの渡航者は、最低１週間は農場に入らない。 

海外で使用した衣服及び靴を農場に持ち込まない。 

② 農場入口での車両消毒、畜舎入口の踏込消毒槽の設置。 

③ 野性動物の農場侵入防止対策、防鳥ネット破損の再点検と補修。 

④ 水道水の使用。水道水以外を使用する際には、遊離塩素濃度が 0.1ppm以上。 

⑤ 家畜の健康管理の徹底。異常発見時には、直ちに家畜保健衛生所に連絡。 

 

今月１３日、熊本県多良木町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました。概要は、

次のとおりです。 

国内では野鳥を中心に鳥インフルエンザウイルスの浸潤が危惧されており、発生リスクが大

変高くなっています。飼養衛生管理を徹底し、本病の侵入防止に努めてください。 

１ 農場の概要 

○熊本県球磨郡多良木町（たらぎまち）の肉用鶏飼養農場（約 5万 6 千羽：発生農場） 

○同郡相良村（さがらむら）の肉用鶏飼養農場（約 5 万 6 千羽：関連農場 飼養者同一） 

2 発生経過 

 ①４月１２日、多良木町の農場で肉用鶏が大量死したため、熊本県が農場を立ち入り。 

  インフルエンザ簡易検査で死亡鶏の 5 羽中 5 羽で陽性を確認。 

②４月１３日、遺伝子検査でＨ５亜型であることを確認。 

３ 防疫対応 

①４月１３日から２農場の飼養鶏の殺処分、焼埋却及び消毒作業 

②制限区域の設定 半径 3km 以内：移動制限区域、半径 3～10km ：搬出制限区域 

③発生農場周辺の健康確認検査、消毒の強化。主要道路に消毒ポイントを設置。 

H26-2 

家きん１００羽以上の飼養者のみなさま 

今回の国内発生を受けて、毎月報告いただいている飼養・死亡羽数の報告は、

１週間毎になります。お手数おかけしますが、よろしくお願いします。 


